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 日本版同一労働同一賃金の図式

　日本の同一労働同一賃金は日本

以外の諸外国のそれとは異なり，

非正規労働者の労働条件の向上を

目的とするという特殊なものであ

るとはよく指摘されます。

　安倍政権当時から，日本経済を

浮揚させるためには個人消費を活

性化しなければならない。そのた

めにはまずは賃上げ！というのが

基本姿勢ですね。

　そうしたなかで岸田政権は，給

料の低い非正規の賃上げは貯蓄増

ではなく個人消費増に向かうとい

う考えからか，昨年末の今年春闘

の組合要求組成の時機に合わせ

て，非正規の賃上げのため，この

同一労働同一賃金の徹底！！との

方針を打ち出しました。その一環

として，同一労働同一賃金の根拠

法となるパートタイム・有期雇用

労働法については全く管轄外の労

働基準監督署に同一労働同一賃金

の法順守の徹底への連携を総理自

ら命じました。

　これについては昨年12月19日

付PMP News※で「同一労働同一

賃金に労働基準監督署が乗り出

す！？」とお伝えしています。今

回はその後の動向などについてお

知らせします。

※https://www.pmp.co.jp/20221219- 2 /

 労基署による調査と指導

　岸田政権が進める新しい資本主

義実現会議の議論の中で，今年 2

月に改めて「非正規の賃上げには

同一労働同一賃金の徹底施行が不

可欠」「今でも非正規の賃金は時

給換算で正規に比べると600円程

度低い」との指摘がありました。

しかしながら，改正パートタイム・

有期雇用労働法は，正規・非正規

間の不合理な労働条件の格差を

NGとするもので，指摘された時

給格差600円については不合理性

が証明されない限りは総理が言う

この法律の徹底施行を狙っても解

消されるものではありません。

　正規・非正規が同じような仕事

をしていても，責任の範囲が異な

るというようなことはよく観察さ

れます。その場合は，ある程度の

時給格差はNGとまではなりませ

ん。

　皆さんご存知のように，同一労

働同一賃金をめぐる最高裁も含め

た最近の裁判例でも，特に基本給

や退職金，賞与など比較的金額の

大きい労働条件については差があ

っても不合理とまでは言えないと

の司法判断は珍しくありません。

　さはさりながら，この新しい資

本主義実現会議では同じタイミン

グで，「パート労働法の担当部局

は全国47ヵ所の都道府県労働局

しかない。担当外で助言・指導は

できないが，全国321ある労働基

準監督署に，同一労働同一賃金の

調査を行わせることはできる。労

基署の調査結果を指導・助言権限

を持つ労働局に報告させればよ

い」という議論をしています。

　まずは52名の労働基準監督官

を増員し， 2月から労働基準監督

官による同一労働同一賃金の事実

確認，実際は同一労働同一賃金に

関するチェックシートの配布・記

入依頼・その収集が始まりました。

夏を過ぎて，この労基署調査の結

果が各都道府県労働局に集めら
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れ，法違反の場合は都道府県労働

局長による助言・指導（直接の担

当は雇用環境・均等部等，派遣労

働者が対象となる場合のみ需給調

整室等となります），法違反まで

は確認できない場合でも，正規・

非正規間の労働条件の格差に対し

て働き方改革推進支援センターに

よるコンサルティング活動が始ま

ろうとしています。

　この原稿が世に出る頃には，皆

さんの中には，すでに，労働局担

当官から連絡を受けた方もいらっ

しゃるかもしれません。

 指導を受けたらどうするか

　筆者は先日，労働局の担当部局

長と話をする機会がありました。

細かい諸手当や福利厚生について

法違反か否かの質問をしてみまし

た。手元の同一労働同一賃金のガ

イドブックを参照されながら，明

快に，それは違法です，あるいは

違法とまでは言えませんが，少し

でも格差を縮小できるかも検討く

ださい，等々の行政見解がその場

で示されました。

　論理明快で分かりやすいのです

が，問題は手元で参照されている

厚生労働省のガイドラインです。

改正法施行以降のいろいろな司法

判断の中には，このガイドライン

と異なる見解も散見されるように

なりました。もともと労働法学会

でも，この改正法，特にガイドラ

インに対しては様々な意見がある

という話も聞いています。

　そこまでの事情を考えたうえ

で，仮に皆様が労働局担当官から

同一労働同一賃金の法違反との助

言・指導を受けた場合，一方で，

社内では指摘された正規・非正規

の格差についてはこの程度の差は

問題ない，という意見である場合，

さあどうすべきでしょうか？

　結論は，行政の助言・指導につ

いては，会社の考え方を堂々と展

開したうえで，その助言・指導に

は従わない，とすることもやぶさ

かではないのでは？　ということ

になりました。

 見直すべきはどこなのか

　実は，パートタイム・有期雇用

労働法，法違反に対する助言・指

導さらには勧告までは認めていま

すが，その先の社名公表は，同法

第 6条第一項，第 9条，第11条

第一項，第12条から第14条・第

16条違反を対象としているもの

の，均衡待遇を定めた第 8条は対

象となっていません。この点を押

さえておきましょう。

　罰則についてみれば，科料の制

裁は，第 6条第一項違反が10万

円以下（第31条），第18条第一項

の報告をせず，または虚偽の申告

の場合が20万円以下（第30条）

となっています。これだけです。

　従って，行政当局からの同一労

働同一賃金の 8条（均衡待遇）違

反の助言・指導を受けた場合，会

社としての考え方を示して反論す

ることで，まず第30条違反を回

避します。その上で，指摘された

正規・非正規の労働条件格差は会

社の考え方に基づいて現状維持の

ままとしても，科料はもとより社

名公表の対象にもならない，要は

これで終了という結果になると思

います。ただし，会社の対応に対

して行政が司法に訴え，司法判断

を仰ぐという法的可能性が残るこ

とは言い添えておきます。

　筆者は，罰則がないから法違反

しても構わないなどということを

軽々に言うつもりはありません。

法治国家ですし企業にとって

Complianceは最重要事項の 1つ

です。

　しかしながら，所轄外の労働基

準監督官を増員してでも巻き込

み，法体系から罰則適用のない事

項に行政が助言・指導を行う仕組

みは無理があるように思えてなり

ません。単純に政権は103万円と

か106万円，130万円といわれる

“非正規の壁”の存在を真正面か

らとらえ，これらのもととなって

いる税制と社会保険の仕組みを見

直すべきではないでしょうか。そ

れができれば，非正規の賃金は企

業に任せていても自ずと引き上が

るはずです。皆さんはどう思いま

すか？

 ● 鈴木 雅一（すずき まさかず）　www.pmp.co.jp
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